
審 議 会 等 の 会 議 結 果 報 告 書 

 課所名 消防庶務課 

会 議 名  令和元年度 第２回諏訪市消防委員会 

開催日時 令和 元 年 １１ 月 ３ 日（ 日 ）     午前１０時００分 ～ 午前１０時３６分 

開催場所 諏訪市立城南小学校 体育館２階 

出 席 者 

（出席者）  
（敬称略）   委員 ：  藤森 芳樹 ・ 宮坂 吉一 ・ 浅野 正樹 ・ 加藤 亜由美 ・ 

茅野 幸則 ・ 宮坂 征和 ・ 北澤 光彦 ・ 岩波 洋光 ・  
八代 ひさ子 ・ 北原 憲子 ・ 樋口 いずみ  以上１１名  

（欠席１名）  
職員 ： 大槻消防庶務課長 ・ 五味庶務係長 ・ 平山庶務係長 

資   料 ・ ２０１９年 諏訪市消防団条例定数の算出（見直し）について 

○ 協議議題（内容）及び会議結果（要旨） 
１ 開 会 

２ 委員長あいさつ（藤森委員長） 

３ 議題 

（１）諏訪市消防団員の条例定数改正について 

（２）消防団員の処遇改善について 

（３）その他 

４ その他 

５ 閉 会 

 

○ 会議結果（要旨） 

１ 諏訪市消防団の条例定数改正について 

（１）事務局及び委員長からの説明 

  ・ 消防団の定員数は現在９５９名となっており、この定員数となってから６４年が経過し現状に即していな

い。人口の推移予想等からこの先も考慮し定員数を変更したい。 

  ・ 近年は災害に対して行政や消防団に多くを頼るのではなく、一人一人が自分の命は自分で守るといった

考え方に変わってきている。 

  ・ 消防団が保有する装備も６４年前からすれば飛躍的に進化・充実しており、団員個々の技術も計画的な訓

練により上がっている。また、スリム化により団員管理についても容易となり幹部の負担軽減となる。 

  ・ 以上のことから、９５９名の定員を７５０名とし、１２月議会に上程し４月１日施行を予定している。 

  ・ 定員を７５０名とする根拠については、各分団・各部による必要数の積み上げ合計数と、消防力の整備指

針（旧法）からの算出方法によるものを併用し、どちらもおよそ７５０名となったことから決定したもの。 

（２）委員からの意見・質疑 

  ・ 現在８５３名いる団員を７５０名にすることについて質疑があり、非常に活動の少なくなっている団員を中

心に減員することを説明。 



（３）定員数を７５０名とし、１２月議会に上程、４月１日に施行を予定していることについて承認いただく。 

 

２ 消防団員の処遇改善について 

（１）事務局からの説明 

  ・ 現在予定している団員の処遇改善については、来年度にて分団運営交付金の増額、再来年度より年報酬

の増額を予定している。出動手当については、手当の対象となる事業を精査し対応することとし、単価の増

額については予定していない。以上について委員の承認を得る。 

（２）委員からの意見・質疑 

  ・ 女性団員への配慮（更衣室・トイレ）についてどうなっているのかとの質疑に対し、消防団女性部長（委員）

   より、７月に女性団員を集めての意見交換会があり、それらについては大きな問題はないが、トイレのすり

ガラスについては見えないものにしてほしいとの要望があったとの回答。 

 

３ その他   

（１）消防団と地域とのつながりについて（委員より） 

  ・ 区にて防災訓練を行い消防団を依頼したところ、１名のみの参加にて消火栓操法もできなかった。もう少

し地域と密着した活動をしてほしい。 

（２）女性団員の確保について（委員より） 

  ・ 防災訓練の炊き出し訓練を見たが、非常に高齢の女性が多く不安を感じた。一方その会場には子供連れ

の女性も多く参加していた。そういった機会に女性の勧誘をしてみたらどうか。 

（３）半鐘について（委員より） 

・ 長野の１９号災害の記事に、半鐘を叩き続けた団員の話題があり感銘を受けた。半鐘の重要性を団員に

周知してほしい。 

・ 諏訪市では半鐘の叩き方を知らない団員もいると思われる。 

・ 以上の意見に対し消防団長（委員長）より、近年では定例での半鐘に苦情もあり考慮している部分もある 

が、重要性や叩き方については再教育していきたいとの回答があった。 

以上 

 


